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１ 佐倉市コミュニティバスの現況について

（１）ルート概要

3

№ ルート 運行事業者

1 内郷 ちばグリーンバス（株）

2 志津北側 なの花交通バス（株）

3 畔田・下志津

ちばグリーンバス（株）4 南部地域

5 飯重・寺崎
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路線名 運行エリア
運行本数
（１日当たり）

年間利用
者数（人）

市負担額
（千円）

収支率
（％）

利用者一人当たり
行政負担額（円）

内郷ルート 佐倉地区
平日 19便
土休日 21便

37,389 13,635 30.3 365

志津北側ルート 志津地区 18便 29,940 11,267 28.2 376

畔田・下志津ルート
臼井・千代
田・志津地区

16便 24,514 16,109 17.8 657

南部地域ルート
和田・弥富・
根郷地区

36便 13,672 36,910 6.0 2,700

飯重・寺崎ルート
臼井・千代
田・根郷地区

18便 15,345 13,726 13.3 894

令和４年度実績

（２）コミュニティバスの運行実績

１ 佐倉市コミュニティバスの現況について
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２ 佐倉市コミュニティバス 運行内容の見直しについて

（１）運行内容の見直しの背景

• 現行の契約によるコミュニティバスの運行期間が令和６年１月３１日で満了する
ため、新たに契約を締結し、運行を継続。

• 運行実績を踏まえた、運行の効率化・利便性の向上への取り組み。

• 令和６年４月１日に「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（改善
基準告示）が改正され、運転手の拘束時間などに関する規制が厳しくなること
への対応。
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２ 佐倉市コミュニティバス 運行内容の見直しについて

（２）運行内容の見直しをするルート

①志津北側ルート ・・・・・・・・ ダイヤ改正

②畔田・下志津ルート ・・・・・一部区間（バス停）の廃止／ダイヤ改正

③飯重・寺崎ルート ・・・・・・・ ダイヤ改正

④南部地域ルート ・・・・・・・・ 一部便（系統）の廃止／ダイヤ改正

※ダイヤ改正は、令和６年４月に実施予定。

※内郷ルートの運行内容については、変更の予定はありません。
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２ 佐倉市コミュニティバス 運行内容の見直しについて

①志津北側ルート

• 運行事業者の経験を基に、一部バス停間の
運行時間を見直します。

• 運行経路、便数の変更予定はありません。

見直しイメージ

Aバス停 Bバス停
３分

現状

見直し後

３分

Aバス停 Bバス停
２分 ４分

Cバス停

Cバス停
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２ 佐倉市コミュニティバス 運行内容の見直しについて

②畔田・下志津ルート

• 令和４年９月１７日から、ちばグリーンバス（株）の下志津線が木戸場バス停、下志津
原入口バス停への停車を開始したため、重複する運行区間を廃止する予定です。
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２ 佐倉市コミュニティバス 運行内容の見直しについて

②畔田・下志津ルート

• 一部区間の廃止に伴い、コミュニティバスの便数の増加が見込まれ、利便性の
向上が期待できます。

• コミュニティバスとしては廃止となる木戸場、下志津原入口バス停から、ユーカリ
が丘駅南口、臼井駅方面には、東邦大学佐倉病院で下志津線、コミュニティバ
スへ乗り継ぐことにより、これまでどおり行くことができます。（下志津線は、一部
ユーカリが丘駅南口行直通便もあります。）

コミュニティバス

平日・土休日（便） 平日（便） 土休日（便）

ユーカリが丘駅南口→木戸場・下志津原入口 8
20

内、直通3

8

内、直通4

木戸場・下志津原入口→ユーカリが丘駅南口 8
20

内、直通4

8

内、直通4

便数比較
下志津線

廃止予定
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２ 佐倉市コミュニティバス 運行内容の見直しについて

③飯重・寺崎ルート

• 飯重・寺崎ルートは、住吉神社バス停
で畔田・下志津ルートと乗り継ぎ、JR
佐倉駅から東邦大学佐倉病院へのア
クセスが可能なダイヤ設定となってい
ます。

• 畔田・下志津ルートと合わせて、飯
重・寺崎ルートのダイヤ改正も実施し、
引き続き乗り継ぎを可能にする予定で
す。

• 運行経路、便数の変更予定はありま
せん。
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２ 佐倉市コミュニティバス 運行内容の見直しについて

④南部地域ルート

• 運行実績を踏まえ、利用者が極端に少
ない朝・晩の便を、一部廃止する予定
です（系統の廃止を含む）。

• 運行事業者の経験を基に、一部バス停
間の運行時間を見直します。

• 電車との乗り継ぎや、小学校の登校時
間を考慮したダイヤ改正を行い、利便
性を向上させます。
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２ 佐倉市コミュニティバス 運行内容の見直しについて

④南部地域ルート

朝（６～７時台） 晩（１８時～２０時台）

一部廃止 一部廃止維持・ダイヤ改正

日中

• 土日祝日は、平日に比べて全体的に利用者が少ないため、廃止する便を柔軟
に検討します。

• バス停の廃止予定はありません。

見直しイメージ①
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２ 佐倉市コミュニティバス 運行内容の見直しについて

④南部地域ルート

バス停間の運行時間の見直し見直しイメージ②

Aバス停 Bバス停
３分

現状

見直し後

３分

Aバス停 Bバス停
２分 ４分

Cバス停

Cバス停
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３ 佐倉市コミュニティバス 今後のスケジュール

今回
• 地域公共交通会議での方針報告

～12月
• ダイヤ改正案の確定、契約内容の協議、契約締結

R6年1月
• 運行計画の変更届出

2月

• コミュニティバスの運行内容の変更について、利用者への周知

• 新規契約での運行開始（現行と同様の運行内容）

4月
• ダイヤ改正実施


